
中東情勢の影響でお困りの

中小企業・小規模事業者のみなさまへ

令和8年6月時点版

まずは相談を。お近くの相談窓口まで。

中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口

中小企業庁では、昨今の中東情勢を踏まえ、困難な状況に直面している
中小企業・小規模事業者から、資金繰りや経営に関する相談を受け付ける
特別相談窓口を設置しています
※6月1日（月）より中小企業活性化協議会にも特別相談窓口を設置しました

石油関連製品・燃料油の調達ができず、事業継続に支障が生じている

みなさまへ ～情報提供窓口のご案内～

燃料油や石油由来の化学品・製品等について、必要な量が調達できず、それに

よって減産や生産停止等、事業継続に支障が生じる場合には、関係省庁に設置

した情報提供窓口に情報をお寄せください

なお、目詰まりの解消対応において、事業者の皆様に連絡させていただく際には、

基本的に事業所管省庁から連絡しますので、該当する相談窓口に登録をお願いし

ます

日本公庫等によるセーフティネット貸付の金利引下げ

金融機関に対する資金繰りへの配慮要請

価格転嫁に係る配慮要請

取引Gメン等による価格転嫁の状況に関する重点調査

設備投資支援

詳細は裏面を
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日本公庫等によるセーフティネット貸付の金利引下げ

原油高等の影響に加え、中東情勢による取引・生産の減少や停止等の

影響を受けており、一定の要件を満たす場合にも、基準利率から

▲0.4%の金利引下げを4月1日(水)より実施しています

詳細は最寄りの支店または下記の連絡先にお問い合わせください

日本公庫 0120-154-50５ 沖縄公庫 0120-981-827

金融機関に対する資金繰りへの配慮要請

事業者の資金調達の円滑化が求められていることを踏まえ、関係省庁とともに、

官民金融機関等に対して事業者支援の徹底などを３月２７日（金）に要請しました

価格転嫁に係る配慮要請

原材料価格やエネルギーコストの上昇に伴い、中小企業・小規模事業者の収益が

圧迫されることが懸念される中にあっても、賃上げの継続が重要であり、適切な

価格転嫁が行われるよう、関係省庁とともに、関係業界団体及び関係府省庁等・

地方公共団体に対して3月２７日（金）に要請しました

→
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/kokusai_josei/dl/sefu_net_gaiyou.pdf
リンク先はこちらでお願いします。

設備投資支援

技術的革新性のある製品・サービスの開発などを支援する

「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」において、

中東情勢の影響を克服しようとする事業者に対して、優先的に採択を行います

取引Gメン等による価格転嫁の状況に関する重点調査

取引Gメン等により中東情勢の影響を重点調査し、価格転嫁の

徹底を図ります
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